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議 会 運 営 委 員 会 記 録

◇開会日時 令和８年１月９日（金曜日）

午前 ９時３０分 開会 午前 ９時４２分 閉会

◇開催場所 第２委員会室

◇出席委員

◇欠席委員 なし

◇出席説明員 なし

◇事務局職員

◇本日の会議に付した案件

特定事件７ 議会だよりの編集、作成について

委 員 長 吉 田 武 司 議員 副 委 員 長 伊 藤 妙 子 議員

委 員 菅 原 満 議員 委 員 鎌 田 泰 春 議員

議 長 小 嶋 智 子 議員 副 議 長 待 鳥 美 光 議員

委員外議員 松 永 靖 恵 議員

議会事務局長 亀 井 義 和 議事課長補佐 平 川 一 朗

主 査 岩 瀬 美 保 主 任 小 林 厳
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午前 ９時３０分 開会

○吉田武司委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会します。

出席委員数が定足数に達していますので、会議は成立しています。

会議には、議長とオブザーバーとして副議長に出席を求めていますことを報告いたします。

また、委員会進行の中で、委員外議員からの発言の申出の許可は委員長に一任願います。

本日の案件は、特定事件７、議会だよりの編集、作成についてです。

本日の資料を確認します。

本日の資料はお手元に配付してありますとおりです。

初めに、特定事件７、議会だよりの編集、作成についてです。

お手元に、和光市議会だより№131の原稿を配付しております。

２回の編集事前打合せを経ました掲載内容について、事務局から全ページ一括して説明をお

願いいたします。

岩瀬議事課主査。

○岩瀬議事課主査 お手元の資料を御覧ください。

Ａ３サイズの原稿は、第１回の編集事前打合せで掲載内容を決め、第２回の編集事前打合せ

で追加、修正となった箇所が反映されたものとなっております。

この原稿を使用し、紙面の構成と編集業者へ修正の指示が必要となる箇所について、表紙か

ら最終ページまで通して御説明いたします。

なお、お手元のＡ４サイズ、カラーの原稿は色見本となります。

まず、７ページ、表紙につきまして、修正指示箇所について御説明いたします。

７ページ、表紙の構成は、特集として12月定例会の主な議案、議会報告会を開催、常任委員

会が行政視察を実施となっております。

修正指示箇所について御説明します。

１か所目は、12月定例会の主な議案で、議案第76号のところにあった、米印の注意書きを下

におろしたのですが、冒頭に、議案第71号、議案第76号の米印についての説明の文言を追記し

ます。

次に、常任委員会が行政視察を実施の、菰野町の原稿の３段目で、「同乗した方々からは」

となっているのを、「は」を削除した形で修正いたします。表紙については以上です。

次に、８ページ、まず修正指示について御説明いたします。

８ページの構成は、12月定例会での一般質問で、各議員が取り上げた質問と、それに対する

執行部の回答、その他に質問した内容が掲載されています。

８ページについては修正箇所はございませんでした。

次に、９ページ、文字・修正指示箇所について御説明いたします。

９ページの構成は、一般質問、一般質問用語解説、ＴＯＰＩＣＳ、12月定例会常任委員会の
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審査になります。

修正箇所について御説明いたします。

渡邉竜幸議員の企画部長の答弁で、「市の内部統制は」の後ろに「事務処理の」を追記し、

「ミスをゼロにできない」の前に、「人の本質として」を追記いたします。

次に、常任委員会の審査で、総務環境常任委員会の、議案第76号の議案名で、自動運転サー

ビスの次に導入が抜けてしまっていたので、追記いたします。

９ページについては、以上です。

次に、10ページの修正指示箇所について御説明いたします。

ページの構成は、議案等の採決結果、３月定例会の開催予定、聴覚・視覚障がいのある皆さ

まへ、定例会の審議結果です。

修正指示箇所について説明いたします。

３月定例会の開催予定で、一部罫線をとり、２月から３月に月が変わるところは実線に修正

いたします。

全ページの修正に関する説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

○吉田武司委員長 事務局の説明が終了いたしました。

ただいまの説明に御意見はございますでしょうか。

ここで、委員外議員から発言を求められていますので、委員長として許可します。

松永委員外議員。

○松永靖恵委員外議員 発言を許可していただきありがとうございます。

昨日、執行部のほうから修正があるというところで、一般質問の市長答弁のところで、前回

は、自治会は任意団体で会費も発生するため、強く推進を行っていないが、地区社協は盛り上

げたいですという答弁が、今回、本日の議会だよりのほうは、強く推進を行っていないという

ところが、省かれていました。今回の質問の意図としては、自治会の加入率を促進するための

質問でもあるので、市長が御答弁されたように、強く推進を行っていないという文言を入れて

いただきたいと思いまして、発言をさせていただきました。

○吉田武司委員長 今、松永議員のほうから、この間の２回目の議会だよりの編集の時に、執

行部の答弁について確認をしたところで、本来であれば松永議員の要望というか、この一般質

問の意図というところで、強く推進を行っていないという答弁が市長にあったということで

す。それを省かれたというところで、これを再度載せてほしいということなんですけど、これ

については、執行部との調整になるんですよね。

亀井議会事務局長。

○亀井議会事務局長 １回執行部のほうに投げまして、返ってきたときに、この文言が削除さ

れていて、新たに、誰でも参加できるというのを入れてくださいというような指示がございま

した。

○吉田武司委員長 これについて、先日の２回目のだより打合せのときに、執行部との確認を
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して載せるということになっていましたので、これについては今一度、執行部と質問者本人と

で、調整を図るということは可能なんでしょうか。

亀井議会事務局長。

○亀井議会事務局長 それではこの議運が終わった後、これを、１回担当課に投げて、協議を

させていただきたいと思います。

その中で、もしかすると松永議員にもお話を伺うようになるのかなというところもございま

すが、担当課には申し入れをします。

○吉田武司委員長 このことについては、先日もお話しましたけど、執行部との答弁の確認

で、こうなったところでございます。

委員会の中でこれを協議するということはないと思いますので、これについては執行部と質

問者を交えて１回協議していただいて、これは今日中に直して、提出しないといけないと思い

ますので、終わり次第早急に協議進めていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。

ほかにございませんか。

〔「なし」という声あり〕

それでは、ほかに御意見ございませんので、今回も修正箇所が何点かありましたけども、こ

れについては事務局で再度修正をしていただいて、また、確認をしていただければと思いま

す。

また、先ほどの松永議員のところにつきましては、協議を進めていただければと思いますの

でよろしくお願いいたします。

次に、次回の議会運営委員会等の日程を確認します。

次回は、１月16日、金曜日、午前９時30分から、特定事件２、次の議会の質疑、質問につい

てとして、３月定例会における施政方針に対する代表質問について、特定事件８、議長の諮問

に関することについてとして、議会改革について、となります。

その他、委員の皆様から何かございませんか。

〔「なし」という声あり〕

なければ、本日の記録及び会議の公開資料等については委員長に一任願います。

以上で議会運営委員会を閉会します。

午前 ９時４２分 閉会



和光市議会委員会条例第３０条第１項の規定により、ここに署名する。

委 員 長 吉 田 武 司


